
別紙２（第７条関係）

令和６年度北海道立旭川子ども総合療育センター

医事委託業務に係る無償供与備品等一覧

品 名 規 格 数量 備考

１ 作業机 Y2K WSデスク １

２ ワゴン アールエフヤマカワ３段ワゴン ２

４ 事務椅子 ４

５ ロッカー ６

６ 医療事務システム １

等一式 ○ハードウエア

デスクトップＰＣ（OptiPlex 3070 SFF XCTO） (4)

汎用モニタ（22ﾓﾆﾀｰ E2220H） (4)

Ａ３プリンタ（RICOH P 6010） (1)

カード発行機（ﾄﾞｯﾄﾞｳｪﾙ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ｴｽ DP-3000M） (1)

顔認証付きｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ（゙Sma-pa ﾏｲﾅﾀｯﾁ CPS-100-S） (1)

○ソフトウエア

MegaOak IBARS Ⅲ (4)

MegaOak DPC (1)

ﾚｾﾌﾟﾄﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ（べてらん君） (2)

ｵﾝﾗｲﾝ資格確認ｼｽﾃﾑ (1)

MegaOak MI･RA･Is／ AZ (4)

ﾘﾊﾋﾞﾘ管理ｼｽﾃﾑ (4)

Opt.One (1)



別紙３（第27条関係）

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙又は乙の使用する者は平成15年法律第57号「個人情報の保護に関する法律」、

平成15年政令第507号「個人情報の保護に関する法律施行令」、平成29年4月14日付

け厚生労働省通知「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」及び平成17年3月31日付け厚生労働省通達「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」にもとづき、委託業務の処理に関し知り得た個人情報の取

扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

（秘密の保持）

第２ 乙は、委託業務の処理に関し知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。

２ 乙は、その使用する者が委託業務の処理に関し知り得た個人情報の内容を他に漏ら

さないようにしなければならない。

３ 前２項の規定は、委託契約期間が満了し、又は委託契約が解除された後も、同様と

する。

（目的外収集及び利用の禁止）

第３ 乙は、委託業務の処理に関し個人情報を収集し、又は利用するときは、委託業務

の目的の範囲内で行うものとする。

（第三者への提供制限）

第４ 乙は、委託業務の処理に関し甲が提供した個人情報が記録された資料等を、甲の

承諾を得ないで第三者に提供してはならない。

（複写及び複製の禁止）

第５ 乙は、委託業務の処理に関し甲が提供した個人情報が記録された資料等を、甲の

承諾を得ないで複写し、又は複製をしてはならない。

（提供資料等の返還等）

第６ 乙は、委託業務完了後、委託業務の処理に関し甲が提供した個人情報が記録され

た資料等を、速やかに、甲に返還するものとする。ただし、甲が返還の指示を別に行

ったときは、その指示によるものとする。

（契約解除及び損害賠償）

第７ 甲は、乙が個人情報の取扱いにあたって、個人情報取扱特記事項の内容に反して

いると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。

２ 前項の契約の解除又は損害賠償の請求については、この契約の第24条及び第25条

を準用する。

（注） 甲は北海道、乙は受託者をいう。


